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はじめに 

 
１．千葉県地域福祉支援計画の位置付け 
○ 「千葉県地域福祉支援計画」は、千葉県における地域福祉推進の 

基本方針であるとともに、市町村支援のガイドラインです。 

 
○ この計画では、県の地域福祉施策を推進するための共通理念と 

取組みの方向性を示すこととし、各分野の具体的施策については、 

個別の計画において推進されることを基本とします。 

 
○ また、この計画の推進に当たっては、福祉、医療、健康づくりの 

各計画と連携することはもちろんのこと、住まいや教育等の他分野と

も連携し取り組んでまいります。 
 

※ 「地域福祉支援計画」は、社会福祉法第１０８条に基づき、 

市町村等が行う地域福祉の取組みを支援するとともに、市町村と協働

して地域福祉の基盤整備に取り組むため都道府県が策定するものです。 
--------------------------------------------------------------------------- 

社会福祉法（抜粋） 

 

（都道府県地域福祉支援計画） 

第１０８条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通じる広

域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に

定める計画（以下「都道府県地域福祉支援計画」という。）を策定し、又は変更しようとす

るときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるために必要な

措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。 

１ 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

２ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項 

３ 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達 

のための基盤整備に関する事項 

--------------------------------------------------------------------------- 
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千葉県の各種計画

他部局の計画
○ 千葉県住生活基本計画
○ 千葉県ＮＰＯ活動推進計画 等

国の制度、方針
○関係法令
○指針、制度

これからの地域福祉
のあり方に関する
研究会報告書 等

市町村等の計画
○地域福祉計画
○その他個別計画

社会福祉協議会等の計画
○菜の花コミュニティプラン
○地域福祉活動計画

総 合 計 画 今年度一体的に整備
行政改革計画 県政全般に係る基本的
財政健全化計画 ・総合的計画

千葉県地域福祉支援計画

高齢者保健
福祉計画

障害者計画 次世代育成
支援行動計画

地域福祉を推進するための共通理念

健康づくり・
医療との連動

健康ちば２１

保健医療計画

その他 千葉県地域ケア整備構想 等

健康福祉部内

整合

整合

連携

整合

連携

連携

連携

連携

 
２．計画期間 
○ 平成２２年度から平成２６年度までの５年間とします。 

 
○ 計画の中間点である平成２４年度を目処に、計画の進捗状況を 

中間的に取りまとめ、必要な場合は個別施策の見直しを図る等、計画

期間中の状況変化に適切に対応します。 


